
一 

 
 

 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る

法
律
及
び
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
評
価
」
を
「
評
価
等
」
に
、
「
第
七
章 

研
究
開
発
法
人
に
対
す
る
主
務
大
臣
の
要
求
（
第
四
十
八
条
）
」
を 

 

「
第
七
章 

研
究
開
発
法
人
に
対
す
る
主
務
大
臣
の
要
求
（
第
四
十
八
条
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 

第
八
章 

研
究
開
発
等
を
行
う
法
人
に
関
す
る
新
た
な
制
度
の
創
設
（
第
四
十
九
条
）
」 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
を
除
き
、
」
を
加
え
、
「
（
以
下
単
に
「
研
究
」
と
い

う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
研
究
を
」
を
「
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
又
は
研
究
（
第
十
五
条
の
二
第
一
項
を
除

き
、
以
下
単
に
「
研
究
」
と
い
う
。
）
を
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

調－１－３ 

  
 



 

二 

 
 

（
研
究
開
発
等
に
係
る
運
営
及
び
管
理
に
係
る
業
務
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
人
材
の
確
保
等
の
支

援
） 

 

第
十
条
の
二 

国
は
、
研
究
開
発
能
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
研
究
開
発
等
に
係
る
企
画
立
案
、
資
金
の
確
保
並
び
に
知
的

財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
そ
の
他
の
研
究
開
発
等
に
係
る
運
営
及
び
管
理
に
係
る
業
務
に
関
し
、
専
門
的
な
知
識
及
び
能

力
を
有
す
る
人
材
の
確
保
そ
の
他
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
人
材
の
育
成
の
支
援
） 

 

第
十
条
の
三 

国
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
人
材
の
育
成
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
労
働
契
約
法
の
特
例
） 

 

第
十
五
条
の
二 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
各
号
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
年
」
と
す
る
。 

 
 

一 

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
又
は
技
術
者
（
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
又
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開  
 



三 

発
の
補
助
を
行
う
人
材
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
研
究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
を
設
置
す
る
者

と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
期
労
働
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
も

の 

 
 

二 

科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
若
し
く

は
実
用
化
に
係
る
企
画
立
案
、
資
金
の
確
保
並
び
に
知
的
財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
そ
の
他
の
科
学
技
術
に
関
す
る
試

験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技
術
に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
に
係
る
運
営
及

び
管
理
に
係
る
業
務
（
専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
研
究
開

発
法
人
又
は
大
学
等
を
設
置
す
る
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

 
 

三 

試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
が
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
と

の
協
定
そ
の
他
の
契
約
に
よ
り
こ
れ
ら
と
共
同
し
て
行
う
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
若
し
く
は
研
究
若
し
く
は
科
学
技

術
に
関
す
る
開
発
又
は
そ
れ
ら
の
成
果
の
普
及
若
し
く
は
実
用
化
（
次
号
に
お
い
て
「
共
同
研
究
開
発
等
」
と
い
う
。
）

の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
者
又
は
技
術
者
で
あ
っ
て
当
該
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法

人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

  
 



 

四 

 
 

四 

共
同
研
究
開
発
等
に
係
る
企
画
立
案
、
資
金
の
確
保
並
び
に
知
的
財
産
権
の
取
得
及
び
活
用
そ
の
他
の
共
同
研
究
開

発
等
に
係
る
運
営
及
び
管
理
に
係
る
業
務
（
専
門
的
な
知
識
及
び
能
力
を
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
専
ら
従
事

す
る
者
で
あ
っ
て
当
該
共
同
研
究
開
発
等
を
行
う
試
験
研
究
機
関
等
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
以
外
の
者
と
の
間

で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の 

 

２ 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
大
学
の
学
生
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に
研

究
開
発
法
人
又
は
大
学
等
を
設
置
す
る
者
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
（
当
該
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在

学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
て
い
た
者
の
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働

契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
算

契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
た
め
」
の
下
に
「
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
等
の
重
要
性
に
鑑
み
」
を
加
え
、
同
条
第

三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
我
が
国
の
」
を
「
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全

又
は
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

国
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
に
係
る
研
究
開
発
等
並
び
に
成
果
を
収
め
る
こ
と
が  
 



五 

困
難
で
あ
っ
て
も
成
果
の
実
用
化
に
よ
り
極
め
て
重
要
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
革
新
的

な
研
究
開
発
を
推
進
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
資
源
の
配
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
迅
速
か
つ
効
果
的
な
物
品
及
び
役
務
の
調
達
） 

 

第
三
十
二
条
の
二 
国
は
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大
学
等
の
研
究
開
発
能
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
研
究
開
発
法
人
及
び
大

学
等
が
研
究
開
発
等
の
特
性
を
踏
ま
え
て
迅
速
か
つ
効
果
的
に
物
品
及
び
役
務
の
調
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
四
章
第
三
節
の
節
名
中
「
評
価
」
を
「
評
価
等
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
」
を
「
及
び
当
該
」
に
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、

「
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
の
適
切
な
評
価
を
」
を
「
当
該
研
究
開
発
等
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
水
準
を
踏

ま
え
る
と
と
も
に
、
新
規
性
の
程
度
、
革
新
性
の
程
度
等
を
踏
ま
え
て
適
切
な
評
価
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

国
は
、
国
の
資
金
に
よ
り
行
わ
れ
る
研
究
開
発
等
の
適
切
な
評
価
が
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
当
該
研
究
開
発
等
の  
 



 

六 

効
率
的
推
進
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
研
究
開
発
等
の
評
価
に
関
す
る
高
度
な
能
力
を
有
す
る
人
材
の
確
保

そ
の
他
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
研
究
開
発
法
人
に
よ
る
出
資
等
の
業
務
） 

 

第
四
十
三
条
の
二 
研
究
開
発
法
人
の
う
ち
、
実
用
化
及
び
こ
れ
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
図
る
こ
と
が
特
に
必

要
な
研
究
開
発
の
成
果
を
保
有
す
る
も
の
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
は
、
研
究
開
発
の
成
果
の
実
用
化
及
び
こ
れ

に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
別
法
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
研
究
開
発
法
人
の
研
究
開
発
の
成
果
を
事
業
活
動
に
お
い
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
出

資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

本
則
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
八
章 

研
究
開
発
等
を
行
う
法
人
に
関
す
る
新
た
な
制
度
の
創
設 

 

第
四
十
九
条 

政
府
は
、
独
立
行
政
法
人
の
制
度
及
び
組
織
の
見
直
し
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
研
究
開
発
等
を
行
う
法
人

が
世
界
最
高
水
準
の
研
究
開
発
等
を
行
っ
て
最
大
の
成
果
を
創
出
す
る
た
め
の
運
営
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
新
た
な  
 



七 

制
度
（
以
下
「
新
制
度
」
と
い
う
。
）
を
創
設
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を

速
や
か
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 
新
制
度
に
お
け
る
研
究
開
発
等
を
行
う
法
人
（
以
下
「
新
法
人
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
主
た
る
目
的
は
、
研
究

開
発
等
に
よ
り
最
大
の
成
果
を
創
出
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

新
法
人
は
、
研
究
開
発
等
に
係
る
国
の
方
針
に
基
づ
き
、
大
学
又
は
民
間
企
業
が
取
り
組
み
難
い
課
題
に
取
り
組
む

こ
と
を
重
要
な
業
務
と
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

新
法
人
が
国
際
競
争
力
の
高
い
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

新
法
人
が
行
う
研
究
開
発
等
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
水
準
を
踏
ま
え
て
専
門
的
な
評
価
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。 

 
 

五 

新
法
人
を
所
管
す
る
大
臣
の
下
に
研
究
開
発
等
に
関
す
る
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
国

人
を
当
該
審
議
会
の
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

六 

新
法
人
が
業
務
の
計
画
の
期
間
を
長
く
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。 

 
 

七 

新
法
人
が
行
う
研
究
開
発
の
成
果
を
最
大
の
も
の
と
す
る
た
め
、
新
制
度
の
運
用
が
研
究
開
発
等
の
特
性
を
踏
ま
え  
 



 

八 

た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

２ 
新
制
度
に
お
い
て
は
、
新
法
人
の
研
究
者
、
技
術
者
等
の
給
与
水
準
の
見
直
し
、
業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標

の
在
り
方
の
見
直
し
、
新
法
人
が
行
う
研
究
開
発
等
に
係
る
物
品
及
び
役
務
の
調
達
に
関
す
る
契
約
等
に
係
る
仕
組
み
の

改
善
、
新
法
人
が
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
得
た
収
入
に
係
る
仕
組
み
の
見
直
し
、
新
法
人
の
研
究
開
発
等
に
係
る
経
費
の
繰

越
し
に
係
る
仕
組
み
の
柔
軟
化
等
が
実
現
さ
れ
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
（
第
四
十
三
条
の
二
関
係
） 

 
 

一 

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構 

 
 

二 

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所 

 
 

三 

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構 

 

（
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
中
「
及
び
第
六
条
」
を
「
、
第
六
条
及
び
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

  
 



九 

 
 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
労
働
契
約
法
の
特
例
） 

 

第
七
条 
第
五
条
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
任
期
の
定
め
が
あ
る
労
働
契
約
を

締
結
し
た
教
員
等
の
当
該
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
年
」
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
教
員
等
の
う
ち
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
に
国
立
大
学
法
人
、
公
立
大
学
法
人
若
し
く
は
学
校
法
人
又
は
大
学

共
同
利
用
機
関
法
人
等
と
の
間
で
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て

い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
締
結
し
て
い
た
者
の
同
項
の
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研

究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
五
条
の
次
に
一  
 



 

一
〇 

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の

次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

国
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及

び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
」
と
い
う
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
大
学
教
員
任
期
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
状
況
等
を

勘
案
し
て
、
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び
新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
一
項

の
教
員
等
の
雇
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
の
特
例
は
、
事
業
者
に
お

い
て
雇
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
研
究
開
発
能
力
の
強
化
等
の
観
点
か
ら
特
に
限
定
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
は
、

そ
の
雇
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
形
態
を
希
望
す
る
者
等
が
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
研
究
者
等
の

雇
用
の
安
定
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
研
究
環
境
の
早
期
の
改
善
に
資
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
研
究
者
等
が
相
互
に
競
争
し
な  
 



一
一 

が
ら
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
の
重
要
性
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 
国
は
、
研
究
開
発
法
人
（
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
研
究
開
発
法
人
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
業
務
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
研
究
開
発
法
人
が
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
の
業
務
を
行
う
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
関
係
機
関
等
が
連
携
協
力
す
る
こ
と
が
研
究
開
発
（
新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研

究
開
発
を
い
う
。
）
の
成
果
の
実
用
化
及
び
こ
れ
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
創
出
を
い
う
。
）
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
関
係
省
庁
相
互
間
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
民
間
団
体
等
の
間
の

連
携
協
力
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る  
 



 

一
二 

規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
研
究
開
発
能
力
強
化
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
の
有
期
労
働
契
約
（
当
該
有
期
労
働
契
約
の
期
間
の

う
ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
の

日
を
契
約
期
間
の
初
日
と
す
る
も
の
に
係
る
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

 

（
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
一
項
の
教
員
等
で
あ
っ
て
一
部
施
行
日
前
に
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
通
算
契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
締

結
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
大
学
教
員
任
期
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
う

ち
に
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
労
働
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項  
 



一
三 

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
一
部
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
日
を
契
約
期
間
の
初
日
と
す
る
も
の
に
係

る
当
該
大
学
に
在
学
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
六
条
中
「
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
七
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
九
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

九 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
出
資
並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
を

行
う
こ
と
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

六 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す  
 



 

一
四 

る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
出
資
（
金
銭
の
出
資
を
除
く
。
）
並
び

に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
を
行
う
こ
と
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

八
の
二 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
出
資
（
金
銭
の
出
資
を
除
く
。
）

並
び
に
人
的
及
び
技
術
的
援
助
を
行
う
こ
と
。

  
 



一
五 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
を
引
き
続
き
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進

を
図
る
た
め
、
研
究
開
発
法
人
、
大
学
等
の
研
究
者
等
に
つ
い
て
労
働
契
約
法
の
特
例
を
定
め
る
と
と
も
に
、
我
が
国
及
び
国

民
の
安
全
に
係
る
研
究
開
発
等
に
対
し
て
必
要
な
資
源
の
配
分
を
行
う
こ
と
の
明
確
化
、
研
究
開
発
法
人
に
対
す
る
出
資
等
の

業
務
の
追
加
、
研
究
開
発
等
を
行
う
法
人
に
関
す
る
新
た
な
制
度
の
創
設
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
法
律
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  
 


